
（注意事項）
1 　問題は 1 ページから 55 ページまで 60 問あり、時間は 3 時間です。
2 　解答は、別紙の答案用紙に記入してください。
3 　答案用紙への記入およびマークは、次のようにしてください。
ア　氏名は必ず記入してください。
イ　受験番号および生年月日は、所定欄に横書きし、該当箇所をマークしてください。
ウ　択一式（ 5 肢択一式）問題は、 1 から 5 までの答えのうち正しいと思われるものを

一つ選び、マークしてください。二つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは誤
りとなります。

＜択一式（ 5 肢択一式）問題の解答の記入例＞

問題 1 　日本の首都は、次のうちどれか。
1 　札幌
2 　東京　　　（正解）　　
3 　名古屋
4 　京都
5 　大阪

エ　択一式（多肢選択式）問題は、枠内（ 1 〜20）の選択肢から空欄 ア 〜 エ に当
てはまる語句を選び、マークしてください。二つ以上の解答をしたもの、判読が困難
なものは誤りとなります。

＜択一式（多肢選択式）問題の解答の記入例＞

問題 2 　次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢（ 1 〜
20）から選びなさい。
…………… ア …………………………… イ ………………………………… 

…………………………… ウ ……………………………… エ ………………。

オ　記述式問題は、答案用紙裏面の解答欄（マス目）に記述してください。

1 …… 2 …… 3 …… 4 …… 5 …… 6 …… 7 …… 8 …… 9 ……10……
11……12……13……14……15……16……17……18……19……20……

平成30年度
行政書士試験問題

試験開始の合図があるまで開いてはいけません。



2

問題 2 　「法」に関する用語を説明する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せは
どれか。

ア　自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人
為に基づいて成立した法を「実定法」という。

イ　手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律
する法を「実質法」という。

ウ　ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本
法」という。

エ　社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを
「社会法」という。

オ　渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定され
る法を「準拠法」という。

1 　ア・イ
2 　ア・オ
3 　イ・ウ
4 　ウ・エ
5 　エ・オ
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問題 3 　次の文章は、最高裁判所の判例（百里基地訴訟）の一節である。空欄 に当
てはまる文章として、妥当なものはどれか。

憲法九八条一項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国
法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は
一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた
規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙さ
れた法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使
して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行
為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるか
ら、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべ
きであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような
法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に
該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとで
は、本件売買契約は、

（最三小判平成元年 6 月 20 日民集 43 巻 6 号 385 頁）

1 　国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とは
いえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法九八条一
項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。

2 　私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択され
た行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法九八条
一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。

3 　私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立
が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法九八条一項にいう「国務に
関するその他の行為」には該当するというべきである。

4 　国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえない
ため、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないもの
というべきである。

5 　国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、
右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法九八条一項に
いう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
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問題 4 　学問の自由に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1 　学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの
推定が働くと、学説上考えられてきた。

2 　先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学
問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動
を規制することまではしていない。

3 　判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理に
よる施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有
する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

4 　判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場
合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。

5 　判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が
一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許され
ない。
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問題 5 　生存権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれ
か。

1 　憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限
度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高
い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。

2 　行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および
生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場
合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得
る。

3 　憲法 25 条 2 項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の
生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条 1 項は、国が個々の国民に対しそうし
た生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解さ
れる。

4 　現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の
侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常
の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。

5 　生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場
合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容
される余地があると解するべきである。
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問題 6 　デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Ｘは、衆議院議員選挙の際の選挙公約と
して、次のア〜エのような内容を含む公職選挙法改正を提案した。

ア　有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組み
を導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することも
でき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ　有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとと
もに、それでも 3 回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ　過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代
表としての性格をもつことを明文で定める。

エ　地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自
動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、
この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

1 　普通選挙
2 　直接選挙
3 　自由選挙
4 　平等選挙
5 　秘密選挙
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問題 8 　行政代執行法（以下「同法」という。）に関する次のア〜オの記述のうち、正し
いものの組合せはどれか。

ア　代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これ
が納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

イ　代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなけ
ればならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨
の規定は、同法には特に置かれていない。

ウ　行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代
執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事
執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。

エ　代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該
義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その
期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示さ
れる。

オ　代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発し
た日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行が
なされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなけれ
ばならない。

1 　ア・イ
2 　ア・エ
3 　イ・ウ
4 　ウ・オ
5 　エ・オ
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問題 9 　行政上の法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な
ものはどれか。

1 　公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法（当時）が、特
別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、そ
の契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきで
ある。

2 　食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別
に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業
を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に
無効である。

3 　租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず
一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法
（当時）所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関
する民法の規定の適用はない。

4 　建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構
造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされて
いるところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以
上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。

5 　公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利である
が、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、
国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、
入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認
められる。
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問題10　行政処分の無効と取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 　行政処分が無効である場合、当該処分はその成立当初から効力を認められないか
ら、当該処分に対する取消訴訟を提起することはできない。

2 　行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわら
ず、当該行政処分の審査請求をすることができる。

3 　行政処分の職権取消しは、当該処分に対する相手方等の信頼を保護する見地か
ら、取消訴訟の出訴期間内に行わなければならない。

4 　行政処分が職権により取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消
滅するので、これを争う相手方は、当該処分の有効確認の訴えを提起しなければな
らない。

5 　行政処分の違法を理由として国家賠償を請求するためには、その取消しまたは無
効確認の確定判決をあらかじめ得ておく必要はない。
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問題11　行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述のう
ち、正しいものはどれか。

1 　行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定める
よう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政
庁がこれを定めなければならないものとしている。

2 　行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに
限り当該処分の理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合
には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされて
いる。

3 　行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執ら
なければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなけれ
ばならない。

4 　行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定めるよ
う努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にか
かわる規定を設けていない。

5 　行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべ
きものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなけれ
ばならないものとされている。
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問題12　法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関
する次の記述のうち、行政手続法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 　不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を
行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政
指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。

2 　行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導で
ある場合、行政機関はその内容を記載した書面を求められても、これを交付する必
要はない。

3 　同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関
はあらかじめ当該行政指導の共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限りそ
れを公表しなければならない。

4 　行政指導（その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。）の相手方
は、当該行政指導が法律所定の要件に適合しないと思料する場合、当該行政指導を
した行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止を求めることができ
る。

5 　地方公共団体の機関が国の行政機関から委任を受けて行政指導を行う場合、行政
手続法の定める行政指導手続に関する規定は、この行政指導の手続には適用されな
い。
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問題13　行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれ
か。

1 　命令等制定機関は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質
的に同一の命令等を定めようとするときであっても、内容が完全に同一でなけれ
ば、命令等を定めるに当たって意見公募手続を実施しなければならない。

2 　命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり、意見提出
期間内に当該命令等制定機関に対して提出された当該命令等の案についての意見に
ついて、整理または要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなければなら
ない。

3 　命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て
命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施し
たときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。

4 　行政庁が、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかに
ついて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定めるに
当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。

5 　行政指導指針は、行政庁が任意に設定するものであり、また法的な拘束力を有す
るものではないため、行政指導指針を定めるに当たっては、意見公募手続を実施す
る必要はない。

問題14　行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥
当なものはどれか。

1 　不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、
当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。

2 　不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是
正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。

3 　不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期
間」が経過した時点から起算される。

4 　不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、
当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。

5 　不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、
その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。
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問題15　行政不服審査法の定める審査請求に関する次のア〜オの記述のうち、正しいもの
の組合せはどれか。

ア　審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各
自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をするこ
とができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。

イ　審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となる
べき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公
にしておかなければならない。

ウ　審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行
のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会
を与えることができる。

エ　審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処
分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

オ　審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根
拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係
人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

1 　ア・イ
2 　ア・エ
3 　イ・ウ
4 　ウ・オ
5 　エ・オ
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問題16　次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄 ア 〜 オ に当てはまる語句の組合せ
として、正しいものはどれか。

第 18 条第 1 項　処分についての審査請求は、 ア から起算して 3 月…（中略）…を
経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限
りでない。

第 26 条　執行停止をした後において、 イ が明らかとなったとき、その他事情が変
更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

第 45 条第 1 項　処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場
合…（中略）…には、審査庁は、 ウ で、当該審査請求を エ する。

第 59 条第 1 項　処分（事実上の行為を除く。）についての再調査の請求が理由がある
場合には、処分庁は、 オ で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこ
れを変更する。

ア イ ウ エ オ
1 処分があったこと

を知った日の翌日
当該審査請求に理由がな
いこと

裁決 棄却 裁決

2 処分があったこと
を知った日

執行停止が公共の福祉に
重大な影響を及ぼすこと

決定 棄却 裁決

3 処分があったこと
を知った日の翌日

執行停止が公共の福祉に
重大な影響を及ぼすこと

裁決 却下 決定

4 処分があったこと
を知った日

当該審査請求に理由がな
いこと

決定 棄却 裁決

5 　処分があったこと
を知った日の翌日

執行停止が公の利益に著
しい障害を生ずること

裁決 却下 決定
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問題17　許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関
する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 　申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効
力を有する。

2 　申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その
他の関係行政庁への拘束力を有さない。

3 　申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、
当然に申請を認める処分をしなければならない。

4 　申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された
場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしな
ければならない。

5 　申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした
行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

問題18　行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、法令また
は最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 　Ａ県知事に対してＡ県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差止め
を求める訴訟は、民衆訴訟である。

2 　Ａ県県営空港の騒音被害について、被害を受けたと主張する周辺住民がＡ県に対
して集団で損害の賠償を求める訴訟は、民衆訴訟である。

3 　Ａ県が保管する国の文書について、Ａ県知事が県情報公開条例に基づき公開の決
定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。

4 　Ａ県議会議員の選挙において、その当選の効力に関し不服がある候補者がＡ県選
挙管理委員会を被告として提起する訴訟は、機関訴訟である。

5 　Ａ県がＢ市立中学校で発生した学校事故にかかわる賠償金の全額を被害者に対し
て支払った後、Ｂ市が負担すべき分についてＡ県がＢ市に求償する訴訟は、機関訴
訟である。
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問題19　次の文章は、行政事件訴訟法の定める差止訴訟に関する最高裁判所判決の一節で
ある。空欄 Ａ 〜 Ｄ に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされる
ことにより『 Ａ を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされるこ
とにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に Ｂ 等を提起して Ｃ の決
定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がさ
れる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであ
ることを要すると解するのが相当である。・・・（中略）・・・。

・・・第 1 審原告らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行
場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的作業の妨
害や、不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を Ｄ 受けており、そ
の程度は軽視し難いものというべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機
の運航が一定程度寄与していることは否定し難い。また、上記騒音は、本件飛行場に
おいて内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生
するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを Ｄ 受けること
により蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は、事後的にその
違法性を争う Ｂ 等による救済になじまない性質のものということができる。

（最一小判平成 28 年 12 月 8 日民集 70 巻 8 号 1833 頁）

Ａ　ア　重大な損害　　　　イ　回復の困難な損害
Ｂ　ア　民事訴訟　　　　　イ　取消訴訟
Ｃ　ア　仮処分　　　　　　イ　執行停止
Ｄ　ア　一時的にせよ　　　イ　反復継続的に

　　　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ　　　Ｄ
1 　ア　　　ア　　　ア　　　ア
2 　ア　　　ア　　　イ　　　ア
3 　ア　　　イ　　　イ　　　イ
4 　イ　　　ア　　　ア　　　イ
5 　イ　　　イ　　　イ　　　イ
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問題20　国家賠償法 1 条に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、
妥当なものの組合せはどれか。

ア　建築主事は、建築主の申請に係る建築物の計画について建築確認をするに当た
り、建築主である個人の財産権を保護すべき職務上の法的義務を負うものではない
から、仮に当該建築主の委託した建築士が行った構造計算書の偽装を見逃したとし
ても、そもそもその点について職務上の法的義務違反も認められないことから、当
該建築確認は国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法にはならない。

イ　警察官が交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執
行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為
が国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法であるか否かについては、当該追跡の必要性、
相当性に加え、当該第三者が被った損害の内容および性質ならびにその態様および
程度などの諸要素を総合的に勘案して決せられるべきである。

ウ　法令に基づく水俣病患者認定申請をした者が、相当期間内に応答処分されること
により焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害さ
れない利益として、不法行為法上の保護の対象になるが、当該認定申請に対する不
作為の違法を確認する判決が確定していたとしても、そのことから当然に、国家賠
償法 1 条 1 項に係る不法行為の成立が認められるわけではない。

エ　所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法 1 条 1 項
の適用上違法の評価を受けることとなるが、税務署長が資料を収集し、これに基づ
き課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽
くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、過失があ
るとの評価を受けることとなる。

オ　公立学校における教師の教育活動も国家賠償法 1 条 1 項にいう「公権力の行使」
に該当するから、学校事故において、例えば体育の授業において危険を伴う技術を
指導する場合については、担当教師の指導において、事故の発生を防止するために
十分な措置を講じるべき注意義務が尽くされたかどうかが問題となる。

1 　ア・イ
2 　ア・ウ
3 　イ・オ
4 　ウ・エ
5 　ウ・オ
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問題21　道路用地の収用に係る損失補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 　土地を収用することによって土地所有者が受ける損失は、当該道路を設置する起
業者に代わり、収用裁決を行った収用委員会が所属する都道府県がこれを補償しな
ければならない。

2 　収用対象となる土地が当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けて
いる場合、当該土地の権利に対する補償の額は、近傍において同様の建築制限を受
けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を乗じ
て得た額となる。

3 　収用対象の土地で商店が営まれている場合、商店の建築物の移転に要する費用は
補償の対象となるが、その移転に伴う営業上の損失は補償の対象とはならない。

4 　収用対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛
土・切土に要する費用は損失補償の対象になるが、それにより通路・溝等の工作物
が必要となったときは、当該工作物の新築に係る費用は補償の対象とはならない。

5 　収用対象の土地の所有者が収用委員会による裁決について不服を有する場合で
あって、不服の内容が損失の補償に関するものであるときは、土地所有者が提起す
べき訴訟は当事者訴訟になる。
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問題22　地方自治法の定める特別区に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 　特別区は、かつては特別地方公共団体の一種とされていたが、地方自治法の改正
により、現在は、市町村などと同様の普通地方公共団体とされており、その区長
も、公選されている。

2 　特別区は、独立の法人格を有する地方公共団体である点においては、指定都市に
置かれる区と相違はないが、議会や公選の区長を有すること、さらには条例制定権
限を有する点で後者とは異なる。

3 　特別区は、その財源を確保するために、区民税などの地方税を賦課徴収する権限
が認められており、その行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、他の地方
公共団体から交付金を受けることを禁じられている。

4 　特別区は、地方自治法上は、都に設けられた区をいうこととされているが、新た
な法律の制定により、廃止される関係市町村における住民投票などの手続を経て、
一定の要件を満たす他の道府県においても設けることが可能となった。

5 　特別区は、原則として、市町村と同様の事務を処理することとされているが、特
別区相互間の事務の調整を確保する見地から、市町村と異なり、その事務の執行に
ついて、区長等の執行機関は、知事の一般的な指揮監督に服する。
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問題23　地方公共団体の定める条例と規則に関する次のア〜オの記述のうち、正しいもの
の組合せはどれか。

ア　普通地方公共団体は、その事務に関し、条例を制定し、それに違反した者につい
て、懲役などの刑罰の規定を設けることができる。

イ　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定し、それに
違反した者について、罰金などの刑罰の規定を設けることができる。

ウ　普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会による条例の制定に関する議
決について、再議に付すことができる。

エ　普通地方公共団体は、公の施設の設置およびその管理に関する事項につき、その
長の定める規則でこれを定めなければならない。

オ　日本国民たる普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の条例の定める
ところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

1 　ア・イ
2 　ア・ウ
3 　イ・オ
4 　ウ・エ
5 　エ・オ

問題24　地方自治法の定める都道府県の事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 　都道府県は、自治事務については条例を制定することができるが、法定受託事務
については条例を制定することができない。

2 　都道府県の事務は、自治事務、法定受託事務および機関委任事務の 3 種類に分類
される。

3 　都道府県の自治事務については、地方自治法上、どのような事務がこれに該当す
るかについて、例示列挙されている。

4 　都道府県の法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであるから、法
定受託事務に関する賠償責任は国にあり、都道府県に賠償責任が生じることはない
ものとされている。

5 　都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査
請求の対象となることがある。
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問題25　道路等についての最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、正しいものはどれ
か。

1 　道路の供用によって騒音や排気ガス等が生じ、当該道路の周辺住民に社会生活上
受忍すべき限度を超える被害が生じていたとしても、このような供用に関連する瑕
疵は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないか
ら、道路管理者には国家賠償法上の責任は生じない。

2 　公図上は水路として表示されている公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供
用されることなく放置され、公共用財産としての外観を全く喪失し、もはやその物
を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合であっても、行政庁による明
示の公用廃止が行われない限り、当該水路は取得時効の対象とはなり得ない。

3 　建築基準法の定める道路の指定は、一定の条件に合致する道を一律に指定する一
括指定の方法でなされることもあるが、一括して指定する方法でした道路の指定で
あっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生さ
せるものであるから、当該指定は抗告訴訟の対象になる行政処分に当たる。

4 　運転者が原動機付自転車を運転中に、道路上に長時間放置してあった事故車両に
衝突して死亡した事故が発生した場合であっても、道路上の自動車の放置は、国家
賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路の
管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められない。

5 　特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例
に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合で
あっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違
法を主張することは許されない。
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問題26　ある市立保育所の廃止に関する以下の会話を受けてＣが論点を整理した次の記述
のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

Ａ：友人が居住している市で、 3 つある市立保育所を廃止するための条例が制定され
るらしいんだ。この場合、どうしたら、条例の制定を阻止できるのだろうか。

Ｂ：議会への働きかけも含めていろいろ考えられるけれども、その他、何らかの訴訟
を提起することも考えられるね。

Ｃ：行政事件訴訟法と地方自治法を勉強するいい機会だから、すこし考えてみよう。

1 　特定の市立保育所のみを廃止する条例の効力を停止するために、当該条例の効
力の停止の申立てのみを、それに対する抗告訴訟の提起の前に行うことができ
る。

2 　特定の市立保育所を廃止する条例の制定行為については、住民訴訟によってそ
の差止めを求めることができる。

3 　条例の制定行為は、普通地方公共団体の議会が行う立法行為に属するが、一般
的に抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解されている。

4 　特定の市立保育所の廃止条例の制定に関する議決を阻止するため、一定数の選
挙人の署名により、地方自治法上の直接請求をすることができる。

5 　処分の取消判決や執行停止の決定には第三者効が認められているため、市立保
育所廃止条例の制定行為の適法性を抗告訴訟によって争うことには合理性があ
る。
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問題27　公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述のうち、民法の規定および判
例に照らし、妥当でないものはどれか。

1 　食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触
するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合に
は、当該取引は、公序良俗に反して無効である。

2 　債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全
命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に
違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを
目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるも
のではない。

3 　組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することが
できない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強
行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。

4 　契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立し
た時点における公序に照らして判断すべきである。

5 　男子の定年年齢を 60 歳、女子の定年年齢を 55 歳とする旨の会社の就業規則は、
経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない
場合、公序良俗に反して無効である。
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問題28　Ａ・Ｂ間で締結された契約（以下「本件契約」という。）に附款がある場合に関
する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合
せはどれか。

ア　本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の
条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、
Ａ・Ｂの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。

イ　本件契約が売買契約であり、買主Ｂが品質良好と認めた場合には代金を支払うと
する旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であ
るＢの意思のみに係る随意条件であるから無効である。

ウ　本件契約が和解契約であり、Ｂは一定の行為をしないこと、もしＢが当該禁止行
為をした場合にはＡに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Ａ
が、第三者Ｃを介してＢの当該禁止行為を誘発したときであっても、ＢはＡに対し
て違約金支払の義務を負う。

エ　本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたと
きに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Ａが当該許可を得
ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。

オ　本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Ｂが将来社会的に成功を収めた場合に
返済する旨の条項（いわゆる出世払い約款）が定められている場合、この条項は停
止条件を定めたものであるから、Ｂは社会的な成功を収めない限り返済義務を負う
ものではない。

1 　ア・イ
2 　ア・エ
3 　イ・ウ
4 　ウ・オ
5 　エ・オ
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問題29　Ａが登記簿上の所有名義人である甲土地をＢが買い受ける旨の契約（以下「本件
売買契約」という。）をＡ・Ｂ間で締結した場合に関する次のア〜オの記述のう
ち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア　甲土地は実際にはＣの所有に属していたが、ＣがＡに無断で甲土地の所有名義人
をＡとしていた場合において、Ａがその事情を知らないＢとの間で本件売買契約を
締結したときであっても、ＢはＣに対して甲土地の引渡しを求めることができない。

イ　甲土地はＡの所有に属していたところ、Ａの父であるＤが、Ａに無断でＡの代理
人と称して本件売買契約を締結し、その後Ｄが死亡してＡがＤを単独で相続したと
きは、Ａは、Ｄの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を
免れる。

ウ　甲土地が相続によりＡおよびＥの共有に属していたところ、ＡがＥに無断でＡの
単独所有名義の登記をしてＢとの間で本件売買契約を締結し、Ｂが所有権移転登記
をした場合において、Ｂがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Ｂは甲土
地の全部について所有権を取得する。

エ　甲土地はＡの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、Ｂ名義での所
有権移転の仮登記がされた場合において、Ａが甲土地をその事情を知らないＦに売
却し所有権移転登記をしたときは、Ｂは本登記をしない限りＦに対して所有権の取
得を対抗することができない。

オ　甲土地はＡの所有に属していたところ、ＧがＡに無断で甲土地上に建物を築造
し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の
所有者となったＢは、Ｇが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名
義がＧにある限り、Ｇに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることが
できる。

1 　ア・ウ
2 　ア・オ
3 　イ・ウ
4 　イ・エ
5 　エ・オ
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問題30　抵当権の効力に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当な
ものはどれか。

1 　抵当権の効力は抵当不動産の従物にも及ぶが、抵当不動産とは別個に従物につい
て対抗要件を具備しなければ、その旨を第三者に対して対抗することができない。

2 　借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、
特段の合意がない限り借地権には及ばない。

3 　買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定
し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主
が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使する
ことができる。

4 　抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権（転貸賃料
請求権）に対しても物上代位権を行使することができる。

5 　抵当権者が、被担保債権について利息および遅延損害金を請求する権利を有する
ときは、抵当権者は、原則として、それらの全額について優先弁済権を行使するこ
とができる。
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問題31　弁済に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないもの
はどれか。

1 　債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付
した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充
当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならな
い。

2 　同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した
金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指
定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができる
が、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

3 　金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を
給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させ
る旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。

4 　債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をすれ
ば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁
済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を
免れる。

5 　債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の
提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができ
る。
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問題32　物の貸借に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、それが、使用
貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものの組合せはどれか。

ア　借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使
用および収益をしなければならない。

イ　借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない。
ウ　借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできな

い。
エ　貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。
オ　契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出

した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から 1 年以内に請求し
なければならない。

1 　ア・イ
2 　ア・オ
3 　イ・ウ
4 　ウ・エ
5 　エ・オ
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問題33　Ａに雇われているＢの運転する車が、Ａの事業の執行中に、Ｃの車と衝突して歩
行者Ｄを負傷させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照ら
し、妥当なものはどれか。なお、Ａには使用者責任、ＢおよびＣには共同不法行為
責任が成立するものとする。

1 　ＡがＤに対して損害を全額賠償した場合、Ａは、Ｂに故意または重大な過失が
あったときに限ってＢに対して求償することができる。

2 　ＡがＤに対して損害を全額賠償した場合、Ａは、損害の公平な分担という見地か
ら均等の割合に限ってＣに対して求償することができる。

3 　ＣがＤに対して損害を全額賠償した場合、Ｃは、Ｂに対してはＢ・Ｃ間の過失の
割合によるＢの負担部分について求償することができるが、共同不法行為者でない
Ａに対しては求償することができない。

4 　Ｃにも使用者Ｅがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、Ａ
がＤに対して損害を全額賠償したときは、Ａは、ＡとＥがそれぞれ指揮監督するＢ
とＣの過失の割合によるＣの負担部分についてＥに対して求償することができる。

5 　ＢがＡのほかＦの指揮監督にも服しており、ＢがＡとＦの事業の執行中に起きた
衝突事故であった場合に、ＡがＤに対して損害を全額賠償したときは、Ａは、損害
の公平な分担という見地から均等の割合に限ってＦに対して求償することができ
る。
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問題34　離婚に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当な
ものの組合せはどれか。

ア　離婚における財産分与は、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害の賠償も当然に含
む趣旨であるから、離婚に際し財産分与があった場合においては、別途、離婚を理
由とする慰謝料の請求をすることは許されない。

イ　離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流す
るためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認
められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法 13 条
の定める幸福追求権の侵害に当たる。

ウ　父母が協議上の離婚をする場合に、その協議でその一方を親権者として定めな
かったにもかかわらず、誤って離婚届が受理されたときであっても、当該離婚は有
効に成立する。

エ　民法の定める離婚原因がある場合には、当事者の一方は、その事実を主張して直
ちに家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することができ、訴えが提起されたとき
は、家庭裁判所は直ちに訴訟手続を開始しなければならない。

オ　夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及
び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により
極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事
情のない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されな
いとすることはできない。

1 　ア・イ
2 　ア・ウ
3 　イ・エ
4 　ウ・オ
5 　エ・オ
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問題35　後見に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはど
れか。

1 　未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り、開始する。
2 　未成年後見人は自然人でなければならず、家庭裁判所は法人を未成年後見人に選

任することはできない。
3 　成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者に

ついて、家庭裁判所の審判によって開始する。
4 　成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行

う義務のほか、成年被後見人が他人に損害を加えた場合において当然に法定の監督
義務者として責任を負う。

5 　後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は、後見監督人となることができな
い。

問題36　商人または商行為に関する次のア〜オの記述のうち、商法の規定に照らし、誤っ
ているものの組合せはどれか。

ア　商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
イ　商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を

請求することができる。
ウ　数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担し

たときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
エ　保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたもので

あるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。
オ　自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと

同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

1 　ア・ウ
2 　ア・オ
3 　イ・ウ
4 　イ・エ
5 　エ・オ
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問題37　株式会社の設立における発起人等の責任等に関する次のア〜オの記述のうち、会
社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア　株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等につい
て定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時
取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、この
義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。

イ　発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合には、払込みを仮装
した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意によっ
ても、免除することはできない。

ウ　発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務
を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を
負い、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

エ　発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または
重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、こ
れによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

オ　株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関し
てした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担
する。

1 　ア・イ
2 　ア・ウ
3 　イ・オ
4 　ウ・エ
5 　エ・オ
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問題38　譲渡制限株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているもの
はどれか。

1 　株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類
株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要す
る旨を定めることができる。

2 　譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲
り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得
することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。

3 　譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得し
たことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この
請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した
譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人
その他の一般承継人と共同してしなければならない。

4 　株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合
を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。

5 　株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株
式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求す
ることができる旨を定款で定めることができる。
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問題39　社外取締役に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものは
どれか。

1 　社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役
または支配人その他の使用人を兼任することができない。

2 　監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取
締役でなければならない。

3 　公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、 1 名以上の社外取締
役を選任しなければならない。

4 　株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による
議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役の
うち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならな
い。

5 　株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職
務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う
責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定め
ることができる。

問題40　剰余金の配当に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはど
れか。

1 　株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与え
ない旨の定款の定めを設けることができる。

2 　株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わな
ければならない。

3 　株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意
である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義
務を負わない。

4 　株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をす
ることができる。

5 　株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株
予約権を株主に交付することはできない。
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［問題41〜問題43は択一式（多肢選択式）］

問題41　公務員の政治的自由に関する次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、
枠内の選択肢（ 1〜20）から選びなさい。

〔国家公務員法〕102 条 1 項は、公務員の職務の遂行の政治的 ア 性を保持するこ
とによって行政の ア 的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを
目的とするものと解される。
他方、国民は、憲法上、表現の自由（21 条 1 項）としての政治活動の自由を保障
されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権で
あって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に
基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由
に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような〔国家公務員法〕102 条 1 項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動
の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、
同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的 ア 性を損なうおそ
れが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして イ 的に認めら
れるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任し
たものと解するのが相当である。・・・（中略）・・・。
・・・本件配布行為は、 ウ 的地位になく、その職務の内容や権限に エ の余地

のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動と
しての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われ
たものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的 ア 性を損なうおそれが イ 的
に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要
件に該当しないというべきである。

（最二小判平成 24 年 12 月 7 日刑集 66 巻 12 号 1337 頁）

1　従属  　　　 2　平等  　　　 3　合法  　　　　 4　穏健  　　　　 5　裁量
6　実質  　　　 7　潜在  　　　 8　顕在  　　　　 9　抽象  　　　　10　一般
11　権力  　　　12　現業  　　　13　経営者  　　　14　指導者  　　　15　管理職
16　違法  　　　17　濫用  　　　18　逸脱  　　　　19　中立  　　　　20　強制
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問題42　行政事件訴訟法 10 条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文
章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢（ 1〜20）から選びなさ
い。

第一に、「取消訴訟においては、 ア に関係のない違法を理由として取消しを求め
ることができない」（10 条 1 項）。これは、訴えが仮に適法なものであったとして
も、 ア に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない（そのような違
法事由しか主張していない訴えについては イ が下されることになる）ことを規定
するものと解されている。取消訴訟が（国民の権利利益の救済を目的とする）主観訴
訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないと
の評価がある反面、違法事由のなかにはそれが ア に関係するものかどうかが不明
確な場合もあり、「 ア に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済
の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての ウ の取消しの訴えとを提起

することができる場合には」、 ウ の取消しの訴えにおいては「 エ を理由として
取消しを求めることができない」（10 条 2 項）。これは、 エ は、処分取消訴訟にお
いて主張しなければならないという原則（原処分主義）を規定するものと解されてい
る。

1　審査請求を棄却した裁決　　　　　 2　処分を差止める判決　　　
3　訴えを却下する判決　　　　　　　 4　処分の無効　　　　　 5　処分取消裁決
6　処分の違法　　　　　　　　　　　 7　法律上保護された利益
8　裁決の違法　　　　　　　　　　　 9　不作為の違法　　　　10　裁決の無効
11　自己の法律上の利益　　　　　　　12　審査請求を認容した裁決
13　処分により保護される利益　　　　14　請求を認容する判決
15　処分を義務付ける判決　　　　　　16　請求を棄却する判決
17　処分取消判決　　　　　　　　　　18　法律上保護に値する利益
19　事情判決　　　　　　　　　　　　20　裁判上保護されるべき利益
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問題43　次の文章は、地方公共団体の施策の変更に関する最高裁判所判決の一節である。
空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢（ 1〜20）から選びなさい。

・・・ ア の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、ま
た、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決
定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはも
とより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。
しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に
対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ない
し勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提
としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のもので
ある場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと イ
し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このよう
な状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体と
の間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっ
ても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき ウ の原
則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる イ に対して法的保護が与えられ
なければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることによ
り、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその イ に反し
て所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被
る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることな
く施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事
者間に形成された イ 関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団
体の エ 責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記 ア の原則
も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的
責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の
基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたる
ものとし、前記のような相手方の イ を保護しないことが許されるものと解すべき
ではない。

（最三小判昭和 56 年 1 月 27 日民集 35 巻 1 号 35 頁）
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1 　信義衡平    　　　 2　私的自治    　　　 3　公平    　　　　　　　 4　信頼
5　確約    　　　　　 6　契約    　　　　　 7　財産    　　　　　　　 8　債務不履行
9　不法行為    　　　10　団体自治    　　　11　平等    　　　　　　　12　刑事
13　住民自治    　　　14　比例    　　　　　15　権利濫用禁止    　　　16　過失
17　期待    　　　　　18　継続    　　　　　19　監督    　　　　　　　20　措置
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［問題44〜問題46は記述式］ 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄（マス目）に記述す
ること。なお、字数には、句読点も含む。( )

問題44　Ｘは、Ａ県Ｂ市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んでき
た。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光
発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法 4条 1項所定のＡ
県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているＢ市農業委員会
の担当者と相談したところ、「Ｂ市内においては、太陽光発電のための農地転用は
認められない。」として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Ｘは、インター
ネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してＡ県知事宛ての農地転用許可の
申請書を作成し、必要な添付書類とともにＢ市農業委員会に郵送した。ところが、
これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするＢ市農業委員会の担当者
名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Ｘは、い
かなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。40 字程度で記述しなさい。
（参照条文）
農地法
（農地の転用の制限）
第 4条　農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事（中略）の許可を受
けなければならない。（以下略）
2　前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、
農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都
道府県知事等に提出しなければならない。
3　農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産
省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付
しなければならない。

（下書用） 10 15
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問題45　画家Ａは、ＢからＡの絵画（以下「本件絵画」といい、評価額は 500 万円〜600
万円であるとする。）を購入したい旨の申込みがあったため、500 万円で売却する
ことにした。ところが、Ａ・Ｂ間で同売買契約（本問では、「本件契約」とする。）
を締結したときに、Ｂは、成年被後見人であったことが判明したため（成年後見人
はＣであり、その状況は現在も変わらない。）、Ａは、本件契約が維持されるか否か
について懸念していたところ、Ｄから本件絵画を気に入っているため 600 万円です
ぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Ａは、本件契約が維持されない場合に
は、本件絵画をＤに売却したいと思っている。Ａが本件絵画をＤに売却する前提と
して、Ａは、誰に対し、 1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間
内にどのような結果を得る必要があるか。なお、ＡおよびＤは、制限行為能力者で
はない。   
　「Ａは、」に続け、下線部分につき 40 字程度で記述しなさい。記述に当たって
は、「本件契約」を入れることとし、他方、「 1か月以上の期間を定めて」および
「その期間内に」の記述は省略すること。

（下書用）
Ａは、

問題46　甲自動車（以下「甲」という。）を所有するＡは、別の新車を取得したため、友
人であるＢに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Ｂも喜んでこれに同意した。し
かしながら、Ａは、しばらくして後悔するようになり、Ｂとの間で締結した甲に関
する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めている
Ｂに対し、Ａは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をす
べきか。40 字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取
消しの原因は存在しないものとする。

（下書用）

10 15

10 15
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一般知識等 ［問題47〜問題60は択一式（ 5肢択一式）］

問題47　2017 年 11 月から始まった新しい外国人技能実習制度に関する次のア〜オの記述
のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア　新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法に
よる在留資格として定められていた。
イ　技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能
実習計画の認定制が新たに導入された。
ウ　優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大
などの制度の拡充が図られた。
エ　外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力
機構（JICA）が新たに担うことが定められた。
オ　外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を
行うため、外国人技能実習機構（OTIT）が新設された。

1　ア・エ
2　ア・オ
3　イ・ウ
4　イ・エ
5　ウ・オ
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問題48　行政書士に関する国の事務をつかさどるのは総務省であるが、専門資格に関する
事務をつかさどる省庁についての次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合
せはどれか。

ア　財務省は、不動産鑑定士に関する事務をつかさどる。
イ　金融庁は、公認会計士に関する事務をつかさどる。
ウ　法務省は、司法書士に関する事務をつかさどる。
エ　厚生労働省は、獣医師に関する事務をつかさどる。
オ　経済産業省は、弁理士に関する事務をつかさどる。

1　ア・イ
2　ア・エ
3　イ・ウ
4　ウ・オ
5　エ・オ

問題49　戦後日本の消費生活協同組合（以下「生協」という。）に関する次の記述のう
ち、妥当なものはどれか。

1　生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人の結合で
ある生協は認められていない。
2　生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合
員となる。
3　生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
4　生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
5　生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められてい
る。
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問題50　近年の日本の貿易および対外直接投資に関する次の記述のうち、妥当なものはど
れか。

1　2010 年代の日本の貿易において、輸出と輸入を合わせた貿易総額が最大である
相手国は中国である。
2　日本の貿易収支は、東日本大震災の発生した 2011 年頃を境に黒字から赤字とな
り、その状況が続いている。
3　日本の対外直接投資を見ると、今後更なる成長が期待されるアジアやアフリカ諸
国への投資規模が大きいのに対し、北米や欧州への投資規模は小さい。
4　日本の製造業における国内法人および海外現地法人の設備投資額のうち、海外現
地法人の設備投資が占める割合は一貫して上昇している。
5　日本との間に国交が成立していない国・地域との貿易取引は、日本では全面的に
禁止されている。

問題51　日本の墓地および死体の取扱い等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれ
か。

1　墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみ
でよい。
2　死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ること
が法律で義務付けられている。
3　死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症
などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。
4　死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。
5　墓地使用者が所在不明となって 10 年経過した墓については、経営者の裁量で撤
去することが、法律で認められている。
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問題52　地方自治体の住民等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはど
れか。

ア　市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合
には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。
イ　日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の
要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
ウ　自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある
市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用する
ことができる。
エ　市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該
都市公園が住民登録上の住所地となる。
オ　市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を
有する法人も、住民税を納税する義務を負う。

1　ア・ウ
2　ア・オ
3　イ・エ
4　イ・オ
5　ウ・エ
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問題53　次に掲げるア〜オの営業形態のうち、風適法＊による許可または届出の対象と
なっていないものの組合せはどれか。

ア　近隣の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所
イ　店舗を構えて性的好奇心に応えるサービスを提供する、いわゆるファッションヘ
ルス
ウ　射幸心をそそるような遊興用のマシンを備えた、いわゆるゲームセンター
エ　性的好奇心を煽るような、いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事
業所
オ　店舗を構えずに、異性との性的好奇心を満たすための会話の機会を提供し異性を
紹介する営業である、いわゆる無店舗型テレクラ

1　ア・イ
2　ア・エ
3　イ・ウ
4　ウ・オ
5　エ・オ

（注）　＊　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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問題54　防犯カメラに関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれ
か。

ア　防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会
の許可を受ける必要がある。
イ　地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治
体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。
ウ　都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理
由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。
エ　市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠
に基づく条例が必要である。
オ　図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知
らせることが必要であるとする地方自治体がある。

1　ア・イ
2　ア・エ
3　イ・オ
4　ウ・エ
5　ウ・オ
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問題55　欧州データ保護規則（GDPR＊ 1）に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なも
のの組合せはどれか。

ア　欧州経済領域＊2 内に本社を置く企業に限りGDPRの規制対象となる。
イ　欧州経済領域内で業務を展開する企業に限りGDPRの規制対象となる。
ウ　GDPRの保護対象は、欧州各国政府の保有する各国民の個人データに限られる。
エ　GDPRの保護対象は、欧州経済領域内で取り扱われている個人データである。
オ　GDPRの規制に違反して域外にデータを移転しても制裁はない。

（注）　＊ 1　GDPR：General Data Protection Regulation の略

＊ 2　 欧州経済領域：EU加盟国 28 か国とアイスランド、リヒテンシュタイン、ノル

ウェーを指す。　

1　ア・エ
2　ア・オ
3　イ・ウ
4　イ・エ
5　ウ・オ



49

問題56　個人情報保護法＊に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1　匿名加工情報については、匿名加工情報取扱事業者に関する規定が設けられてお
り、個人情報取扱事業者に関する規定は直接適用されることはない。
2　地方公共団体が取り扱う情報には、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に関す
る規定が適用されることはなく、各地方公共団体が定める個人情報保護に関連する
条例が適用されることになる。
3　個人情報保護法の改正において、要配慮個人情報という概念が新たに設けられ、
要配慮個人情報を個人情報取扱事業者が取り扱う場合、他の個人情報とは異なる取
扱いを受けることになった。
4　個人情報保護法が適用されるのは、個人情報取扱事業者が取り扱う個人情報デー
タベース等を構成する個人データであり、個人情報データベース等を構成しない散
在する個人情報は個人データではない。
5　報道機関や著述を業として行う者は、報道・著述を目的として個人情報を扱う場
合にも、個人情報取扱事業者であり、部分的適用除外はあるものの個人情報取扱事
業者に関する規定の適用を受ける。

（注）　＊　個人情報の保護に関する法律
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問題57　個人情報保護法＊2 条 2 項にいう「個人識別符号」であるものとして次のア〜オ
のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア　携帯電話番号
イ　個人番号（マイナンバー）
ウ　メールアドレス
エ　クレジットカード番号
オ　指紋データ

1　ア・イ
2　ア・ウ
3　イ・オ
4　ウ・エ
5　エ・オ

（注）　＊　個人情報の保護に関する法律


